
広
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号 

 
平
成
十
七
年
広
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情

報
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
五
月
八
日
以
後
に
合
格
を
発
表
す
る
試
験
か
ら
適
用

す
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
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人
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委
員
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表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
の
項
目 

開
示
請
求
が
で
き

る
期
間 

開
示
請
求

が
で
き
る

場
所 

試
験
の
名
称 

開
示
す
る
内
容 

職
員
採
用
大
学

卒
業
程
度
試
験 

第
一
次
試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点

順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試

験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設

け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 

第
一
次
試
験
の
不

合
格
者
は
第
一
次

試
験
の
合
格
発
表

日
か
ら
、
第
二
次

試
験
の
合
格
者
及

び
不
合
格
者
は
第

二
次
試
験
の
合
格

発
表
日
か
ら
一
か

月
間 

行
政
情
報

コ
ー
ナ
ー 

第
二
次
試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点

順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試

験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設

け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 

職
員
採
用
短
大

卒
業
程
度
試
験 

同
右 

同
右 
同
右 

職
員
採
用
高
校

卒
業
程
度
試
験 

同
右 

同
右 

同
右

身
体
に
障
害
の

あ
る
人
を
対
象

と
し
た
試
験 

同
右 

同
右 

同
右 

職
員
採
用
社
会

人
経
験
者
等
試

験 

第
一
次
試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点

順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試

験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設

け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 

第
一
次
試
験
の
不

合
格
者
は
第
一
次

試
験
の
合
格
発
表

日
か
ら
、
第
二
次

試
験
の
不
合
格
者

は
第
二
次
試
験
の

合

格

発

表

日

か

ら
、
第
三
次
試
験

の
合
格
者
及
び
不

合
格
者
は
第
三
次

試
験
の
合
格
発
表

日
か
ら
一
か
月
間 

同
右 

第
二
次
試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点

順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試

験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設

け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 

第
三
次
試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点

順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試

験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設

け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 



 
警
察
官
採
用
試

験

同
右

同
右 

同
右 

職
員
採
用
選
考

試
験

第
一
次
試
験
受
験
者
（
第
二
次
試
験
を
実
施
し

な
い
選
考
試
験
に
つ
い
て
は
受
験
者
）
の
総
合

得
点
、
総
合
得
点
順
位
及
び
試
験
種
目
別
得
点

（
配
点
の
あ
る
試
験
種
目
に
限
る
。
）
並
び
に

不
合
格
基
準
を
設
け
て
い
る
試
験
種
目
の
判
定

結
果 

第
一
次
試
験
の
不

合
格
者
は
第
一
次

試
験
の
合
格
発
表

日
か
ら
、
第
二
次

試
験
の
合
格
者
及

び
不
合
格
者
は
第

二
次
試
験
の
合
格

発
表
日
か
ら
一
か

月
間
（
第
二
次
試

験
を
実
施
し
な
い

選
考
試
験
に
つ
い

て
は
、
合
格
発
表

日
か
ら
一
か
月
間

） 

同
右 

第
二
次
試
験
を
実
施
す
る
選
考
試
験
の
第
二
次

試
験
受
験
者
の
総
合
得
点
、
総
合
得
点
順
位
及

び
試
験
種
目
別
得
点
（
配
点
の
あ
る
試
験
種
目

に
限
る
。
）
並
び
に
不
合
格
基
準
を
設
け
て
い

る
試
験
種
目
の
判
定
結
果 

  


